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チャールズ・テイラーの思想構造

一一解釈学から政治理論へ一一
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はじめに

人文・社会科学におけるチャールズ・テイラー

(Char!es Tay!or)の重要性とその影響力は誰も

が認めるところであるにも拘らず、いまだ彼の一

貫した理論構造に対する理解が広まるには至って

いない。テイラーをある程度専門的な研究対象と

している人々の閑に於てすら、残念ながらそうし

た事情は変わらない。ある人物を対象とする思想

史的研究にはいくつかの役割jと方法があると恩わ

れるが、ロールズ以降の枠組みに覆い隠されてき

たテイラーの思想空間の有り様を、それとは異な

る文脈においてテイラー内在的に理解しようとす

る本稿の試みもまた、一つの思想史的研究に含ま

れるであろう。

従来のテイラー研究に対する我々の不満は、そ

れがリベラル・コミユニタリ7ン論争の枠組みに

囚われていること1、あるいはより一般的に政治理

論のデイシプリンに囚われていることである。テ

イラーの「政治理論」だけを取り上げるならば、

そこに色々なレッテルを貼り付けることはそう難

L くはない。コミユニタリアン、マルチカルチュ

ラリスト、保守に転向した元左翼、カナダナショ

ナリスト、さらにはカトリック政治理論家等々。

けれども一貫したテイラー像を描くとすれば解釈

学を避けて通ることは不可能であり、そしてその

部分こそ、彼の思想の中で最も豊かな可能性を苧

んでいるように思われるのである。我々にはテイ

ラーが完全無欠であるなどと主張するつもりは毛

頭ない。直ちにいくつかの欠点、を挙げることはで

きるだろうし、今後テイラー研究が進むにつれま

すます多くの難点が指摘されるようになることを

疑わない。しかし少なくとも、 「政治理論」のデ

ィシプリンを与件としてテイラーのテクストを読

み込んだりその難点を指摘したりすることは、テ

イラーの理論的射程を、そして彼の思想史的意義

を捉えそこなうおそれが大きい。テイラーの「政

治」理論は、彼の理論全体がもっ豊かな可能性を

現実化する「一つの道」にすぎず、決して政治理

論に「収倣」するわけではない。たとえテイラー

チャールズ テイラーの思想構造

自身にとってそれが必然的な道として感じられて

いるとしても。本稿の論述は、哲学的な基礎部分

から政治理論にいたるテイラーの内的論理を明ら

かにするものであるが、最後に配される政治理論

は決してテイラー理論の「結論」としてではなく、

「一つの適用」として理解されるべきである。

では政治理論のディシプリンを与件としないの

であれば、テイラーの理論はどのような文脈のな

かに位置づけられるのが適切であろうか?リベラ

ルーコミユニタリアン論争に代わるものとして、

我々は解釈学 (hermeneutics)を提案したい。そ

れはテイラーを論じる際の「唯一の」文脈ではな

いけれども、哲学的な部分を中心とする理論的構

造を把握するためには有効な視点である。とはい

え、 「解釈学」と一口に言ってもその範囲はあま

りに幅広く、明瞭に規定することは容易ではない。

英語圏における解釈学の潮流としては、哲学にお

いてはリチヤード・パーンスタインヘ政治哲学に

おいてはジョージア・ウォーンキ-'キロナルド・

ベイナ-'らがおり、政治学においても同様の傾向

が指摘されている，

本稿は以下のように構成される。第一章では、

テイラー理論の背景として、解釈学と政治理論と

の関係が述べられる。第二章で論じられるのは、

人間論(アイデンティティ論)である。人は合理

的な動物ではなく、欲求的動物である。しかし単

なる欲求ではなし 「普く生きる」欲求をもっ動

物である。第三章では道徳哲学が論じられる。普

く生きることとは、自己内部や他者とのあいだの

コン7リクトを受け止め、かっそれを乗り越えて

いくプロセスである。そのためには、ある立場か

ら別の立場へと人はどのようにして移行できるの

かを問わねばならない。人が他者を理解するとは

いかなる意味において可能なのかを問わねばなら

ない。第四章では社会理論が論じられる。社会理

論は道徳哲学を社会に適用したものともいえる。

一方的な高みに立って教えを説くのでもなく、現

状に追随して甘言を並べるのでもなく、人々の生

に根ざしたことばで語られる理論こそが批判の力
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をもっ。第五章では政治理論が論じられる。解釈

学的な理論構造の中に位置づけられることで、他

者志向的なデモクラシーの可能性が見出されるだ

ろう。

第一軍 リベラリズムと解釈学の問題圃

既に批判したように、これまでテイラーを論じ

る際に前提とされてきた一般的な現代政治哲学の

枠組みは、ジョン・ロールズ『正義の理論J(1971 

年)'を出発点とするリベラル コミユニタリアン

論争である。本節ではロールズのリベラリズムを、

逆に解釈学的な観点、に即して検討する。ただしロ

ールズ理論についての包括的検討に代えて、ロー

ルズと解釈学の関係及ぴそれにまつわる問題点に

焦点を絞り、ロールズについての「一つの読み方」

を示すことにしたい oその作業を通じて、ロール

ズにも(無自覚的ではあるが)解釈学的な要素が

見出されること、しかしその要素の意義が十分に

展開されなかったためにロールズが理論的後退を

強いられたことが示唆されるだろう。

本稿ではテイラーの解釈学的な要素が分析の中

心に据えられるが、その理由の一つは、時代精神

としての解釈学(パーンスタイン)のなかにテイ

ラーを位置づけることができると思われるからで

ある。そうした立場に立つならば、これまでのテ

イラー研究において支配的なシェーマであるリベ

ラル コミユニタリアン論争そのものをも、解釈学

的な観点から相対的に捉え直すことができるはず

である。実際にも、リチヤード・ローティをはじ

めとして、解釈学にひきつけてロールズを理解す

る論者は少なくない。我々もまた同様の観点、から

ロールズ分析を試みると共に、解釈学的なアプロ

ーチをとった場合に生じる問題点をも明らかにし、

テイラーを検討する際の足がかりとしたい。

通常、ロールズは、 I政治的リベラリズム』

(1993年)において解釈学の立場に接近したとさ

れる。例えばウォーンキーは、 「最近のロールズ

の著作…は、政治哲学における「解釈学的転回」
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の最も明白なしるしとして考えることができるJ'

と述べ、 『正義の理論J(1971年)との聞の断絶を

強調している。解釈学に対しては批判的な立場を

採るベJレヘスーヒフラも、この点に関しては、後

期ロールズの「政治的リベラリズム」を解釈学的

転回として理解するウォーンキーのような人々の

解釈には「全幅の信頼を置くことができる

perfectly credibleJ'、と述べる。そして、ロール

ズの政治的リベラリズムのなかにある解釈学的な

要素として、 (1)適用範囲が現代西洋杜会に限定

きれていること、 (2)正義構想を正当化する唯一

の方法を、公共的政治文化のなかですでに暗黙裡

に共有きれている諸観念からの出発としているこ

と、 (3)正当化についての整合主義的構想と反省

的均衡というアイデイア、の三点を挙げているヘ

しかしながら、政治的リベラリズムのロールズ

にのみ解釈学的要素を認めるという、以上の様な

ロー1レズ理解には問題があるように思われる。少

なくともパーンスタインが言う意味での解釈学的

潮流のなかには、 『正義の理論』のロールズをも

含めることが可能ではないだろうか。実際、ベル

ヘス ヒフラの挙げる三つの要素を『正義の理論』

のなかに見出すことは、必ずしも不可能ではない

ように恩われるし、とくに「反省的均衡」は 「正

義の理論』の「方法論の核心J"とまで指摘されて
いるのである。

そこでまず、 『正義の理論』に込められたロー

ルズの目標から確認しよう。 I正義は社会制度の

第一の徳であるJ12と宣言するロールズは、 「原初

状態」や「無知のヴェール」などの概念を駆使す

ることによって、平等な自由原理、機会の公正な

均等原理及び格差原理という正義の諸原理を導き

出した。

その際に理論装置としてロールズが社会契約論

を採用した背景には、功利主義へのオルタナテイ

ヴを提出できないでいる現代の道徳哲学への強い

不満がある。

「我々は、しばしば功利主義と直観主義との閥



の選択を強いられているようである。ほとん

どの場合、結局のところは、一定のアドホッ

クなやり方で直観主義的な制約を課した、功

利原理の変形体に落ち着くJI3

このような問題意識の下で、現状を打開するた

めに「公正としての正義」が構想されたのである

が、それが『正義の理論』だけでなく後期ロール

ズをも貫く根本的モチーフであることは、最晩年

に出版された著書の言葉からも確認できるであろ

う。

「公正としての正義の狙いは、功利主義、卓越

主義及び直観主義(これら三者のうち、われ

われの政治的伝統では最初のものがとりわけ

支配的であった)のなかに見出される政治的

正義の構想に代わる代替案を打ち出し、同時

に、現代民主社会の諸制度に、よりふさわし

い道徳的基礎を発見することにあるJ"

この野心的な企てのためにロールズが提出した

理論装置が「反省的均衡reflectiveequilibriumJ 

である。反省的均衡は、原初状態から正義原理を

演鰐する「道徳幾何学moralgeometry J15のプロセ

スと密接にかかわる概念である。すなわち、ロー

ルズによれば、まず我々がもっとも一般的に受容

されるであろう初期状況を設定すると、その状況

下で当事者(たち)が行なう合理的選択の結果と

して、一定の正義原理が導出きれる。その正義原

理と我々が持っている道徳的判断とがマッチすれ

ば成功であるが、おそらくは不一致が存在する。

その場合、初期状況の説明を修正したり、あるい

は既存の道徳的判断を改定したりしながら、つま

り「両端から最も好ましい状況を探求J"せねばな
らない。そのプロセスによって原理と判断とのあ

いだの反省的均衡に到達したときには、 「原初状

態の概念が、…正義の理論を選択する初期状況の

解釈として、哲学的に最も好ましいJ17とわかるは

ずなのである。

「往復することによって、契約環境の条件を変

チャールズ テイラーの思想構造

えたり判断を撤回して原理に従わせたりしな

がら最終的に発見されるであろう初期状況の

記述[=原初状態;引用者註]は、合理的な条件

を表現し、かっ、きちんと勢定L調整された

熟慮された確信とマッチする原理を生む、と

私は想定する。この事態を私は反省的均衡と

呼ぶJI8

さらにここでロールズが強調しているのは、熟慮

された判断も正義原理もそれ自体としての論理的

な正しさをもっているわけではなく、様々な判断

や原理から構成される「全体論J(クワイン)的な

形で19 いわばネットワーク的な構造のなかで正当

化されるという点である。ここまで来ると、 「正

義の理論』がすでに解釈学的な要素、つまり部分

と全体との循環関係を、その中核的な構成要素と

して持っていることが明らかであろう。正義構想

の「正当化は、多くの脅考察の、すなわち一つの

整合的見解へとまとめられる全てのことの相互支

持の問題」却なのであって、正義原理を演縛する原

初状態とは、反省的均衡を支えにして成立する単

なる「説明装置J21にすぎない。

「正当化は、構想の全体に依存する。つまり、

反省的均衡における考慮に基づくわれわれの

諸判断にいかに適合し、かついかにその諸判

断を組織するかに依存する」忽

付言すると、このようにして正当化が可能なのは、

人が「正義感覚senseof iusticeJの能力を備えて

いるからに他ならない。 ilE義の理論は、 道徳

感情の理論であり、…正義感覚を統べる諸原理を

述べるものであるJ23が、ロールズ自身の公正とし

ての正義もこの点では同じである。

「公正としての正義は、反省的均衡における熟

慮した判断によって明らかにされるものとし

ての道徳感情の理論であるJ24

そうすると、クカサス=ベテイットが言うよう

117 



北大法政ジャーナル No.162(四

に、 「良い正義論であることの証拠は、それが、

我々が直観的にそうしたいと感じるのと同じよう

に、例えば奴隷$11や少数派の抑圧を排除し、多く

の人々が直観的に支持したいと感じている言論の

自由や社会福祉制度を擁護する、ということにあ

る。 良い正義論は、…我々の直観的な正義感覚

を解析し体系化することになる」施。このように、

すでに『正義の理論」において、実は感情や直観

が根本的要素として存在し、それが正義原理との

聞で解釈学的な循環関係にあるということが確認

された以上、もはや解釈学的な理論家の名に値す

るロールズを「政治的リベラリズム」への転回以

後に限定する理由はなくなるであろうへ

しかし、ここには一つの問題が残る。提案され

た正義原理と(正義感覚に基づく)熟慮された判

断とのあいだに反省的均衡が成立して、人々の直

観を定式化するのが道徳哲学であるとしても、ロ

ー1レズが契約的な理論構成に拘る理由はそれにと

どまらないのであるヘ換言すれば、なぜローJレズ

は原初状態を含めた「三項関係J"として反省的均
衡を組み立てているのか、という問題である。ウ

ォーンキーやベルヘス ヒフラのような論者が

「正義の理論』を解釈学的な仕事とみなさない理

由の一部も、この点に関わっている。この問題に

答えるには、倫理学方法論に関するロールズの根

本的モチーフ、とりわけ功利主義への対抗という

モチーフを想い起す必要がある。端的に言うと、

普に対する正 (theright)の優先を確保するため

なのである。この点はまさにロールズ哲学の核心

である。
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「経済学や社会理論における周知の議論と、原

初状態からの議論との聞には類似性がある。

にもかかわらず、根本的な違いもある。…わ

れわれの狙いは、正義の政治的構想の公共的

な基礎を見つけることにある。…ここで再び

われわれは、合理的なものと道理に適ったも

のとを区別する。この区別は、カントの仮言

命法と定言命法との区別に対応する。カント

の定言命法の手続きは、行為者 (agent)の合

理的で誠実な格率(これは行為者の経験的な

実践理性の観点のもとで成立する)をその手

続きに含まれる道理に適った制約に服きせ、

このことを通じ、行為者の行為を純粋な実践

理性の諸要求によって制約する。これと同様

に、原初状態において当事者たちに課せられ

る道理に適った諸条件は、彼らが、自分が代

表する人々の普の増進をめざして、正義原理

について合理的な合意に達する際の制約とな

る。いずれの場合でも、道理に適ったものが

合理的なものに優先し、後者は前者に絶対的

に従属する。この優先性は、正 (right)の優

先性の表現である。公正としての正義は、こ

うした特徴をもっ点でカントの見解に類似し

ている」舗

つまり、仮言命法=合理的なもの (therational) 

=善という経験的で功利主義的な領域に対する趨

越(論)的な制約として、定言命法=道理に適っ

たもの(也ere描 onable) 正が想定されており、

それを表現する理論的装置が原初状態なのである。

ロールズのカント主義的な要素はこの点に集約さ

れているのだが、しかし超越(論)的制約がどの

程度実質的に機能しうるかは大きな問題であり、

『正義の理論』のロールズと後期ロールズの違い

の一端もこの点に関わっている。そこで次に、ロ

ールズの転回について瞥見しよう。

何よりも具体的な形で理論的修正が表れてい

るのは、格差原理の位置づけであろう。 r正義の
理論」で定式化された正義の三原理のうち、第一

原理と第二原理の前半は、文言は修正きれながら

もほぼ維持されるが、格差原理はそうではない。

後期のロールズは「憲法の必須事項constitutional

essentialsJというアイデイアを導入した上で、正

義の政治的構想についての公共的正当化は、 「少

なくとも憲法の必須事項についての判断における

合意にかかっている」犯と述べるのだが、格差原理

は憲法の必須事項から外されてしまうのであるへ

そして正義原理を正当化するものは、いまや公共

やその歴史的伝統に委ねられる。詳しくは立ち入



らないが、との事態はロールズの「歴史主義化」

(R.ベイナー)砲の劇的な表れと見ることができ

る。格差原理とは正反対の方向に向かう現実政治

の動向とも相倹って、次のように述べざるをえな

かったロールズは、格差原理の理論的地位を引き

下げたのであるお。

「われわれは、格差原理が頻繁にはっきりと是

認されているわけではないということを認め

るべきである。それどころか、格差原理は、

現時点でのわれわれの公共的政治文化におい

てほとんど支持されていないということが判

明するかもしれないJ"

転回後のローJレズにおける反省的均衡について

はどう考えるべきだろうか。このアイデイアその

ものは、 『正義の理論』以後、基本的にはなんら

変更されていないと言ってよい濁。したがって問題

になるのは、 「解釈学的転回」としてみなされて

きたロールズ理論の歴史主義化が反省的均衡にも

たらすことになったインプリケーションである。

解釈学的観点からのロールズ理解がもっぱら後期

ロールズを対象としてきた理由は、主に原初状態

から正義原理を演揮するプロセスが解釈学とまっ

たく相反するものに見えるからであった。確かに

「正義の理論』には、 「契約的観点からすると、

正義理論は合理的選択理論の一部である」話、とい

うきわめて基礎づけ主義的な主張も存在していた。

ところが後期ロールズになるとこの記述は否定さ

れ、次のように修正される。

「本当は、当事者とその推論に関する説明につ

いては合理的選択理論を利用しているけれど

も、公正としての正義の理論そのものは、正

義の構想に属し、後者は、道理に適った正義

原理の説明を与えようとするものである、と

言うべきだったF
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とまで評されるようになった調。同時に、それは経

験主義的で功利主義的な当事者に対する超越(論)

的制約から実質的意義が失われ、格差原理の修正

や、公正としての正義の正当化を公共的政治文化

に内在する諸観念に委ねることへとつながってい

く。いわば、 『正義の理論』において統合きれて

いた正義理論は、一方で正義原理の論証における

超越化と、他方でその正当化における歴史主義へ

と相反する方向に分解したのである。これに伴い、

『正義の理論』ではカント主義的要素に覆われが

ちであった解釈学的な面が、転固とともに表面化

し、ウォーンキーやベルヘスーヒフラなどの論者

はそれを「解釈学的転回」として捉えたのである。

以上、ロールズ理論において一貫して存在する

解釈学的モメントが表面化してくる過程を一瞥し

てきたが、ここでベルヘスーヒ7ラの議論に戻る

ことにしよう。彼によれば、最終的には、解釈学

的政治哲学は解消不能な二つの問題のあいだでデ

イレンマに陥る。それは「保守主義」の問題と

「解釈の恋意性」の問題である。解釈学はつねに

「我々(が既に受け入れているもの)Jに依拠して

理論の規範性・妥当性を確保するが、その「我

々」とはどのようなものなのか。 I我々」への依

拠ということが、もしもあらゆる道徳はその社会

で妥当性が一般的に是認されている規範に一致せ

ねばならない、ということであるのならば、明ら

かに保守主義の欝りを免れない"。あるいはそれ

が、いかなる道徳も何らかの社会的文脈から逃れ

ることはできない、という意味であるのならば、

今度は「トリヴィアル」な言明に過ぎず、実質的

な意義を持たないω。もし一般に是認されていない

規範を「我々のもの」として主張するのであれば、

その解釈は論者の懇意の表明と区別がつかない。

解釈学に唯一残された道は、 「公共的政治文化に

潜在している意味を理解する方法をめぐっても様

々な伝統の聞で争いがある」ということを認めた

よで、それらの聞で永続的に対話を続けていく、

こうして合理的選択理論の地位はきわめて限定 というゥォーンキーの立場である。だが、ベルへ

きれ、 「ロールズは合理的選択理論を放棄した」 ス ヒフラによれば、それも結局は何も解決した
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ことにはならず、振り出しに戻るだけなのであるへ

以上のようなベルヘスーヒフラの整理は、解釈

学に伴う問題点の分析として要を得たものといえ

る。しかし必ずしも解釈学が彼の批判に屈すると

はいえないよう思われる。というのも解釈学には、

一般に想定されるよりも豊かな理論的可能性が含

まれているからである。これには、ベルヘスーヒ

フラの検討の対象が主としてウォルツアーとウォ

ーンキーに限定きれていることも闘っているかも

しれないa。本稿の対象であるテイラーは含まれて

いないし、あるいは、ベルヘスーヒ7ラはその結

論において、ウオJレツアー解釈学に対するドゥオ

ーキンの批判を支持するのであるが“、ドゥオーキ

ンその人が解釈学を方法論に採用している理論家

であることについて沈黙していることも無関係で

はない。

さらに、ベルヘスーヒフラはウォーンキーの立

場を過小評価しているように思われる。結局ウオ

ーンキーはロールズから一歩も先に進んでいない、

という彼の主張は、本章において確認してきたよ

うな問題意識の共有という点でのみ妥当性を有し

てはいるが、両者の決定的な違いを見落としてい

る。すなわち、ロールズは異なる価値観の聞のコ

ミュニケーションを一旦断念することで「公正と

しての正義」を確保しようとした。対してウ方ー

ンキーが強調するのは、様々な解釈の聞で織り成

される、共通普をめぐる閲かれた対話のダイナミ

クスである。ウォーンキーは、 「解釈学」として

の立場を徹底することでこのような立場を主張す

ることができたのに対して、 「解釈学」をそこま

で追究できなかったロールズは相対主義を完全に

払拭することができなかった、と見ることも不可

能ではない。ロールズが理論的修正を余儀なくさ

れたことの一因は、この点に関わっているのでは

ないだろうか。もっとも、ロールズは一貫して、

自分の理論は哲学的懐疑主義をなんら合意しない

と主張しているヘしかし次のようなロールズの言

葉をどのように理解すべきだろうか。
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「政治的な事柄に閲する公共的正当化について、

二つの考えを対比してみよう。すなわち、一

つは正義の政治的構想に訴え、もう一つは、

宗教的・哲学的あるいは道徳的な包括的教説

に訴える。包括的な道徳的教説は、どの政治

的判断が真理であるかを示そうとする。その

際、真理であるかどうかは、例えば、合理的

直観主義あるいは功利主義の一変種によって

決められるのである」“

この引用文が示しているのは、包括的な教説は

「合理的直観主義あるいは功利主義の一変種」に

よってしか公共的な事柄をE当化できない、とい

うロールズの想定である。つまり、包括的教説に

関しては、正義感覚を背景として成立する「反省

的均衡」による公共的な事柄の正当化の可能性が

封じられているのであり、ロールズは暗黙裡に哲

学的懐疑主義を持ち込んでいるのではないか、と

疑わざるをえないのである。このようなロールズ

に比してウォーンキーがはるかにポジティヴな態

度をとることができるのは、彼女が自覚的に解釈

学の立場を採っているからであろう。

そして、テイラーもまた、ウォーンキーと同様

に深〈解釈学に入り込むことを通じて、批判的か

っ開放的な政治哲学を主張することが可能になっ

た、と我々は考えている。ここで我々はテイラー

に目を転じ、テイラーによるリベラリズム批判を

三つの点に分けて瞥見する。

一点目はリベラル・デモクラシーの「存続可能

性viabilityJ“の問題である。テイラーによれば、

差異に目をつぶって公正な取り扱いを追求するリ

ベラリズムは、人々の聞に敵対的な関係を作り出

して断片化をもたらす傾向がある。文化や宗教の

問題を、その内容に関わらず公的な議論領域から

閉め出すことは、マイノリテイの側の不満を高め、

被抑圧感や運動の過意化をもたらす。アメリカに

おける保守主義のパックラッシュキカナダでのケ

ベツク独立運動の根底にはこの悪しきメカニズム

が働いているとテイラーは見ているぺこの論点



については、サンデルなどいわゆる「コミユニタ

リアン」によるリベラリズム批判のーっとして定

型的なものであると考えられる。つまり、リベラ

リズムが自由な個人に比較的厚い信頼を寄せるの

に対して、 「コミユニタリアン」の側には、集合

的アイデンティティがなければ自由な社会は崩壊

するという危機感が共有されているへ

リベラリズムを批判する際の二つ目の論点は、

差異を捨象する理論が受容される背景として存在

していると考えられる見解、すなわち、道徳的主

張について普遍的一致は不可能である、あるいは

合理的に議論することは不可能であるという懐疑

主義である竺周知のようにリベラリズムは、社会

における還元不可能な善の構想の多元性を与件と

して、特定の普の構想に依拠しない公正な協働枠

組みの構築を目指す。そして、表向きでは道徳的

懐疑主義を否定するへ

一見非の打ち所のないようにも見えるこの理論

は、しかし、様々な善の構想のあいだで働くダイ

ナミズムを考慮に入れることができるだろうか。

価値観を押し付けたり押し付けられたりする経験

の中からしか、正義や公共性は生成きれないので

はないか。現実に生起している様々な異議申し立

ては、リベラリズムのいわばイデオロギー性を暴

露しているのではないのだろうか。リベラリズム

の公私分権は、道徳的懐疑主義を私的領域に封じ

込めただけではなかったのか。

後に検討するように、テイラーの最大の理論的

貢献は道徳的懐疑主義あるいは相対主義の克服に

あると言えるが、テイラーが手続きモデルのリベ

ラリズムに対置するのは、ヘルダーやガダマーに

由来する解釈学的なモデルのリベラル・デモクラ

シーであるへこのモデルの決定的な特徴は、他者

について学ぶことへの強いインセンティヴが働く

とことにあり、 「あえて目的論風に言えば、我々

は相互理解へと定められている」砲と主張する立場

である。ロールズを始めとするリベラリズムでは

「差異にも拘らず」人々が結び付き協働できるた

めの条件が探求されるが、テイラーが目指すのは

チャールズ テイラーの思想構造

「差異ゆえに」人々が結び付くリベラル・デモク

ラシーである。

「わたしの理想的な対話の描写は、実際上差異

のあるこれらのアイデンテイテイからはじま

るものです。そこでは、アイデンティティは

たがいに相手に手を延ばし、理解しあおうと

するのです」国

多元的な諸価値は、手続き的モデルのリベラリ

ズムのもとでは怒りや疎外を人々の聞に生み出し

やすいのに対して、解釈学的モデルならばそれら

を和解 (accom皿odationlにへと導くことが可能

となる、とテイラーは主張するヘ

本稿の探求の主眼は、テイラーにおけるこの後

者の論点の成立に、つまり彼はどのようにして解

釈学的モデルを主張することができるのか、とい

うところに置かれる弱。本当に人聞は他者志向的な

のか、あるいは他者志向的だとしてもなぜそれを

「解釈学的」と呼ぶのか、その呼称にはいかなる

含意があるのか。こうした点の解明を求める探求

は、政治理論家としてというよりも、むしろ哲学

者としてのテイラーの仕事に注目したときに明ら

かになるだろう。

第二章人間輸・アイデンティティ輪

第一節 自己解釈的動物

テイラーの人間論については、既に多くの研究

があるへ我々はそれら諸研究に依拠しつつも、ポ

イントを絞り極力テイラー独自の用語を使わずに、

彼の人間論(アイデンティティ論)を検討してい

きたい。まずは彼の有名なテーゼ、 「入聞は解釈

的動物である」、もしくは「理解が存在様態である

(Verstehen is a Seinsmodusl J57というテーぜで
ある。このテーゼは、近代的心身二元論を否定す

るものとしては、解釈学に向かう以前からのテイ

ラーの思想を直接的に継承している弱。しかし、解

釈学の受容を経ることによって、さらにその上で

社会理論やコミュニケーションに接続可能なもの
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となっている。まずは、自己解釈的動物に閲する

以下のようなテイラーの説明を見ょう。

「生きている行為者 (livingagent)であること

は、既に自らの状況を一定の意味として経験

することである。これをある意味で原解釈

(pro回-In匝rpretation)として考えることが

できる。次にこれが、その内で行為者がこれ

らの意味を生きている言語によって解釈され、

形作られる」回

人聞は、生きている限り既に解釈の中にいる。

解釈は分節化 (articulation)とほぼ同義でありへ

「既に自らの状況を一定の意味として経験してい

る」とは、人聞はつねに一定の自己理解をもちつ

つ生きていることを意味する。そして、その自己

理解をもとにして初めて、判断を下したり行為し

たりすることが可能なのである。では人聞や人間

の行為を理解したり評価したりすることは、どの

ようにして可能なのか。ここでテイラーは「強評

価」という概念を導入する。

人聞は諸々の感情や欲求を持っているが、それ

らはその主体にとっての望ましい普き生の視点と

結びついている。だから欲求をもつことは、さし

当たって行為を評価する根拠ではあるのだが、し

かしさらに欲求それ自体をも判定対象とすること

ができる。これが「強評価 (s甘ongevaluation) J61 

である。強評価が、主体の経験や低次の欲求を輪

郭付け、言わば道徳的地図 (moralmap)を描い

ているぺ人聞には、当初の感情や経験、つまり直

観を分節化することによって、それらをより洗練

されたものに変化させたり、あるいは、以前とは

違う価値を受け入れるようになる可能性が常に聞

かれている。

ここでテイラーが感情や欲求によって経験があ

らかじめ形づくられていることを強調するのは、

17世紀以来西洋において支配的だった、主客図式

にもとづく認識論的理性観 (epistemology)を根

本的に否定するためである。主観的経験から独立

して客観的世界が存在する、というデカルトやロ
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ックに代表されるエピステモロジーは誤っている。

経験や感情の中には、既に道徳的価値や間主観的

意味が含まれていなければならない。つまり、そ

れは分節化=解釈が既に施されており、かつ新た

に分節化=解釈古可能なものでなければならないへ

それゆえ、強評価と反省 (reflection)は不可分

であるのだが、 「強s位ongJの意義をもう少し説

明しておく必要がある。しばしば誤解されている

が、この欲求の強弱(高次/低次)の区別は、 7

ランク7アート (H町ryG. Fr田恒urt)による「一

階の欲求」と「三階の欲求」との区別と完全に同

じものではなく、それを修正したものであるヘ功

利主義が欲求の量のみを考慮して功利計算を行な

うのに対して、フランクフアートは、欲求を評価

する能力として「二階の欲求second-<lrderde位 eJ

を提案した。テイラーはさらにその中で、質的な

区別と強弱の区別とを分け、後者こそが「人間本

性の概念にとって本質的なもの」であると主張す

る叱すべての欲求を量に還元する功利主義道徳を

批判して「質」を強調することは、フランク7ア

ートに限らずカントやミルが既に行なっていた、

と言えよう“。だがテイラーによれば、それでは不

十分である。パカンスの行く先として美しい場所

と楽しい場所のどちらにすべきかは、量に還元す

ることのできない選択である。しかしながら、そ

の際に選択の根拠は不要であり、 II feel like itJ 

で済ますことができるへもし時間的経済的余裕が

あれば両方に行くこともありえるだろうから、こ

の場合のごつの遷択肢の両立不可能性としてのコ

ントラストは、いわば偶然的なものである。しか

し、ソクラテスにとって、牢獄から脱出するかあ

るいは留まって毒杯を仰ぐかの選択肢は、それよ

りも強い意味において両立不可能であり、そこに

は「価値的なコントラストJ"が存在する。これが

欲求の強弱を区別するメルクマーIレである。

選択肢に「価値」が加わることの重要な合意は、

そこで下される判断には論拠 (reason)が要請さ

れるということである旬。例えばソクラテスは、脱

出を勧めるクリトンを納得させるために、 II feel 

like itJと言うのではなくて間容を通じた説得を



必要とした。他人を説得する場合に限らず、自分

の中で適切な判断を下すための思考プロセスにお

いては、つねにこのような理由づけが積み重ねら

れる。すなわち、強評価に反省を加えることによ

って、その評価を規定している「価値の語業」を

取り出すことができる。このことをテイラーは

「分節可能性と深きartic叫acyand depthJ r深き
についての分節可能性J"と呼ぶ。

「強評価は、コントラストとして性格づける言

語を持っているので、優越性を分節化できる。

.・・強評価は分節可能性の条件であるJ"

分節可能性に関して指摘すべき一点目は、思考

の弁証法的性格とでも言うべきものである。通常

の活動状態においては、人は自分が従っている規

範の多くをはっきりとは認識していない官。錯覚や

自己欺臓などの人間特有の現象が生じる余地もこ

こにあるのだが、それに気づき克服する営みは、

一種の自己理解の循環的プロセスである。

すなわち、自分の行為や思想や判断は、分節化

されていない自分の理解、 「前理解Jr背景理
解」に照らしてはじめて理解可能なのだが、同時

に前者は後者の「継続的な解釈と再解釈」であり施、

その両者の聞にはギャップが生じる可能性がある。

こうして人聞は、自分の状態についての判断を形

式論理学的に下すことはできず、ゆえに自己内部

に「道徳的ヴィジョンの複数性J"が生じる可能性

がある。

それに関わって第三に、自己解釈をめぐる「闘

争J75が、すなわち自分の高次の欲求は何なのかと

いう問題や、あるいは高次の欲求問の衝突などが、

生じうる。 44歳の私は、あるときはそれまでの仕

事を放り投げてネパールに新天地を求める欲求に

駆られ、別のときにはそれは未熟な夢想にすぎず、

地道にいまの仕事を続けるべきだ、と考えるかも

しれない。二つの方向は相互に還元不可能な、通

約不可能な二つの自己解釈である。私は、どちら

が本当の自分の人生なのかを反省しなければなら

ず、 (あるいは間違っているかもしれないが)そ

チャールズ テイラーの思想構造

の問題に判断を下すことで、最終的であるとは決

して断定できないにせよ、再び両者を通約可能に

することができる。

第二節道徳的行為者の責任と自由

自らの背景を分節化する自己解釈のこの過程は、

ある解釈を別の解釈に置き換えていくことであっ

て、客観的なあるいは最終的な根拠を持たない施。

したがって、 「自己の解釈は決して完全に明らか

にすることはできない」。善の観念の分節化によっ

て、ある言語を別の言語によって明断化すること

はできるが、さらに別の言語を用いて分節化をな

すことができる。この点はウイトゲンシュタイン

により周知になっているが、とくに自己を扱う言

語は、対象と内的関係にある(=構成的である)"。

例えば「恥ずかしい」という語を使えること、あ

るいはその感情を経験することは、その人が「勇

敢」や「卑怯」という高次の欲求を、それらの語

によって分節化し、また内面化していることを意

味する。

自己解釈を絶え間な〈遂行することは、 「自己

への責任」でもあるヘ欲望の質的区別を拒否する

功利主義においては、さまざまな欲求は、単に量

的な考量の対象でしかない。 r単純な考量者の反
省は無数のデファクトな欲求によって構造化され

るが、強評価者はそれらの欲望に価値を帰属させ

るf90この強評価、この生の深さこそが、人格
(person)あるいは自己 (self)にとって本質的

なものだとテイラーは考える。

強評価は、自らにとって価値あるものや高次な

ものの分節化であるが、その遂行には困難が伴う。

なぜなら、一方でそれは、本当に価値あるもの、

より望ましい生のあり方の実現であるとともに、

価値が高いほどにあるいは自己に固有であるほど

に、分節化が難しく、自己欺崎や歪曲、盲目の危

険にさらされるからである。こうした困難を乗り

越えて、生の根本的価値に関わるものの自己理

解を評価し直すこと、すなわち「根源的再評価

(radical reevaluation) Jを行うことが、最も深い

意味において自己への責任を果たすことであり、
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人間には、との責任を免れることができない刷。

この自己への責任を、人間は常に負っている。

すなわち、人間のアイデンテイテイは単に強評価

を伴っているというだけではなく、我々を方向づ

け、物事を意味づける枠組みを与えるものこそが

強評価なのである。

欲求の質的区別や生の方向性をそもそも持たな

ければ、アイデンティティ危機も存在しない810 だ

から人間主体は、アイデンティティを持つ限り、

あらゆる選択に先立つて、強評価される普につい

ての問いの空間に実存している。

「我々が自己でありうるのは閑いの空聞が動い

ているときのみ、つまり、普への方向を求め、

見出しているときのみであるJ"

強評価は、生の方向性を規定してその価値を測

る善に係わっているへとりわけ強調しておくべ

きは、形態こそ多様だが、人間には、その生から

は決して消去することのできない、善への渇望

(craving)があるということである。価値や意味

の感覚が生の中に統合されていれば、この渇望は

それほど自覚されないこともあるが、しかし人聞

はそれを持っているがゆえに生が引き裂かれ絶望

にまで至ることもあるへ

この渇望は、相対的な量が問題となる場合もあ

るが、その相対的な閑いの文脈を枠づけているの

は、より根本的な「絶対的な」閑いである竺こう

して、

「我々が普への方向性なしにはいられず、普と

の関係での自らの位置に無関心ではありえず、

そしてこの位置は常に変化し続けるものであ

るがゆえに、我々の生の方向の問題が我々に

とって必ず生じるのだ」“

したがって、人聞は、つねに高次の普を求めつ

づけている存在であり、そのことが人間の生の本

質的条件に他ならないのである。我々人聞には、

分節化を遂行し続けることによって善き生に向か
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って進んでゆく可能性が、常に聞かれている。換

言すれば自己解釈的動物は、善きサマリア人のよ

うに、常に自らがもっ高次の価値に呼びかけられ

ているへそして、その呼びかけに応答すること

が、人間にとっての自由な行為である叱この自由

は、近代哲学的な自由、すなわち理性による情念

の統御(自由意志)という意味での自由ではない。

さまざまな、ときに対立しあう感情や欲求の中か

らもっとも高次のものを見つけ出すこと、そして

それに沿ってさまざまな欲求や行為を秩序づけ、

それに沿って行為することが自由なのである。

そのようなものとしての人聞が人間の生を分節

化L理解するには、生の方向性と係わらない自然

科学的言語による説明にたよることは不可能であ

る。人聞を扱う言葉、すなわち道徳や政治の言語

は、主客二元論に基づく言語ではありえない。自

己の「透視性 (clairvoyance)聞の探求の成呆とそ

が、その時点において可能な最上の説明 (best

account)をもたらすのであって、これを除外する

ことはどんな形而上学や認識論でも正当化できな

い」到。ここで注意されるべきは、 「最上の説明」

の前に「その時点において」という限定が付され

ている点である。これは、既に述べたように、あ

る自己解釈はつねに別の解釈の可能性をはらんで

いるからである。生を理解するとは、自らの生の

方向性を認識し、それにそって欲求や行為を秩序

づけることである。あるいは、道徳的判断を迫ら

れるさまざまな状況下で、その度に「価値あるも

の、高次のもの、より充実したものなどについて

の自らの感覚の分節化」・1を通じて、自分の普き生

の構想に沿っていると判断した行為を選択するこ

とである。これは理性的道徳法則の定立とは全く

異なり、欲求や感情を出発点として、言語による

その分節化を通じてのみ遂行される自己解釈のプ

ロセスである。この営みは、その自己言及的性格

のために、最終的にその解釈の正しさを保障して

くれる「ものきしyardstickJは存在しない。存在

するのは様々な自己解釈のみであり、 「ものきし」

もまた、その自己解釈に内在的なものでしかない位。



こうした「ものさし」の内在を可能にしているの

は、我々がすでに見てきた、欲求の強弱の区別や

分節化可能性として論じてきたアイデンテイテイ

の構造である。
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らとともにテイラーは、形而上学以後の時代にお

ける構成善の具体的な事例や、その可能性を追求

しているのである1へそれは、ここまで詳しく述

べてきたように、自らの道徳的直観を様々な形で

分節化することによって、人々をして自らに内在

分節化による自己探求には特別な重要性がある する道徳の源泉に気づかせることである。

ことをテイラーは強調する。ロゴスが人間のテロ

スであると考えていたソクラテスにテイラーも賛

成しているが、むしろアイデンティティ論との関

連で重要なのは、 「分節化が、道徳の源としての

善へ近づけ、我々にカを与えることができるJ"と

いうことである。さらに注目に値するのは、普の

聞に生じるコンフリクトを分節化することで、そ

れぞれの普の要求を調和させることができるとい

う点であるヘ

価値あるもの一般の中でも、とくに完全な意味

での善を、テイラーは「構成善 (constitutive

good) Jと呼ぶ。 I構成普」は、 「道徳の源泉

(moral剖urce)Jと同義であるへそれは、行為
や志向ゃ欲求を善たらしめるものであり、プラト

ンにおける普のイデアがその典型であるへその重

要な役割は、構成善への愛によって、普くあるこ

とそして普き行為へと、人を動かすことであるぺ

善き生の個々の要素としての生活善 (lifegoods) 

を普として構成するのが構成善である。両者の関

係は、欲求の高次/低次の区別と同じ構造である

と考えてよい。

テイラーの見るところ、近代以前においては、

構成普は超越的なものとして人間の外部に設定さ

れていた。近代における脱呪術化とともに、人聞

にとって外的な構成普は認められなくなっても、

相変わらず何らかの構成善が道徳の源泉としての

役割を果たし続けているのであるが"、近代道徳理

論はそれを自覚していない。たとえばパスカルに

おいて、人聞は宇宙から切り離された「考える葦」

という取るに足りない存在でしかないが、そのこ

との「観想こそが、高次のものにしたがって生き

るように人々をエンパワーする動因を賦活するJ"
のである。アイリス・マードック缶詰 Murdoch)、

マイケル・ウォルツアー、ノースロップ・フライ

「それ(=道徳の源泉;引用者註)に近づくこ

と、それについてより明確な見解を持つこと、

それに伴うものを把握するようになることは、

それを承認する人々にとっては、それへの愛

あるいは尊重に動かされ、その愛や尊重を通

じて今まで以上にそれに沿って生きることが

できるようになるということ、である。そし

て分節化によって人は近づくことができる。

語がエンパワーできる理由、時として圧倒的

な道徳的力を持つ理由はこれであるJlO

ただし、あらゆる分節化が正しい道徳の源泉の

認識となりうるわけではない。ある分節化は一定

の人々にしか力を持たないし、単なる語ではなく

さまざまな要素をも含む全体としての発話行為と

して力を持つのである。それまで知られていなか

った、あるいは感じられていなかった源泉を聞く

とき、あるいは接触が失われてしまっていた古い

源呆の力を回復するとき、あるいは求め続けてき

た源泉を見出すとき、語は力を持つ。つまり、さ

まざまな生のストーリーによって自らの生を分節

化し理解するとき、人聞は自由を経験すると共に

道徳の源泉に触れることができ、普く生きること

ができるのである1へ

しかしながら誤った分節化の危険もまたつねに

付きまとうのであり、この点を見過ごしてはなら

ない1図。錯覚や自己欺輔、排他的なナショナリズ

ムキナチズムに至るまで、道徳の源泉の危険の例

証に事欠くことはない。こうしてみるとむしろ、

分節化の対象である「高次の善」といった概念に

対する沈黙には十分な理由があるようにも見える。

道徳を語る言葉は、たとえ空回りして聞き流され
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ない場合でも、つねに自らの想いの十全な表現た

りえず、誤解を生み続ける。言語のこうした限界

にあまりにも敏感だったニーチェキ前期ウイトゲ

ンシュタインは、人間の尊厳を守るためにあえて

沈黙を選んだのであった。しかし彼らは根本的に

誤っている、とテイラーなら言うだろう。分節化

なしにはあらゆる善との接触が失われ、我々はそ

もそも人間であることをやめてしまうことになる

からである刷。

ここまでの記述ですでに明らかなように、カン

ト主義的な形でもっぱら他者尊重や他者への義務

としてのみ、換言すれば自己犠牲としてのみ、道

徳を定義することにはテイラーは反対する。その

ように定義される多くの場合、自分にふさわしい

生や送るに値する生を問うことが、つまり欲求や

善の高次/低次の区別という問題が、道徳の圏外

に追いやられてしまうのである団。だがテイラー

に言わせれば、欲求の質的区別を否定する功利主

義のような道徳理論でさえ、例えば合理性のよう

な概念を持ち込んで、密かに行為の質的判断を下

す点で、自己矛盾を犯している団。つまり、カン

ト主義的道徳哲学は、分節化されていない自らの

背景と理論とのあいだにギャップを抱えているの

である。

もう一つの生の特徴である生の物語性も、テイ

ラーにとって決定的である。すなわち、アイデン

ティティに伴う普の感覚は、展開するストーリー

としての自らの生についての自己理解と織り合わ

さっていなければならない。過去によって限

定され方向付けられた現前の可能性域の中から将

来存在を投企することが、あらゆる行為の構造で

ある、というハイデガーの主張を、テイラーは援

用する間。

すなわち、一瞬の至福や強烈な生の経験も、そ

れが本当に自分の生の物語にふさわしいものかど

うかをあらためて吟味しなければならない。その

結果正しいと判断するにしても、その物語に沿っ

た過去の努力や経験が根拠となっているのである。

将来への生の投企も、ストーリーに向かつてのも
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のであって、瞬間的な将来の状態への投企ではな

い。これはマッキンタイアにおける「探索 (qu回 )J

に対応するとテイラーは解釈している皿。

生の物語性に関する根本的なテーゼは、物語に

おいて、種類の異なるアイデンテイテイの諸条件

が、緊密に結びついているということである。つ

まり、ぱらぱらに抽出したときには矛盾し対立し

あう諸価値や諸立場は、高次の普を求めるストー

リーの中でアイデンティティに組み込まれている。

自己内部の「道徳的ヴイジョンの複数性」につい

ては既に述べたが、今指摘されたアイデンティテ

イの多元性はそれと表現の仕方こそ異なるものの、

同一事態の表現である。こうして、アイデンテイ

ティと普と物語性については以下のように集約さ

れる。

「我々は自らを善へと方向づけざるを得ず、普

との関係において自らの位置と生の方向を決

定せざるを得ないがゆえに、自らの生を物語

形式において、つまり探索 (quest)として、

不可避的に理解せねばならない」四

人聞はつねに高次の欲求に向かつて動かされて

いて、それに沿って歩み続けている。あるいはそ

れに沿って歩みだそうと望んでいる。その歩みは

同時に、既存の自己理解(アイデンティテイ)を

組み換えていくプロセスでもある。そのプロセス

は生の物語として、再ぴ生を方向づける機能を呆

たしている。

第三章道徳哲学

第一節近代道徳哲学への批判

前章で見てきたような、欲求や善を質的に区別

するというテイラー的な道徳的人間論に対しては、

既存の自己認識をゆるがし、さまざまな衝突を生

み出すことから、多くの攻撃が寄せられてきた。

テイラー自身の整理によれば、その一方は、事実

と価値を二分して、前者を客観的、後者を主観的

領域に割り当てようとする自然主義であり、他方



は道徳性そのものを批判するネオニーチェ主義で

ある。自然主義からは、事実と当為を混同する

「自然主義的誤謬」だとみなされ110、ネオ・ニー

チェ主義からは、 「形而上学的」だとみなされる

のである。だが、こうした批判側もまた、テイラ

ーの人間論から見れば、何らかの高次の普に依拠

していなければならない。その点が自覚きれてい

ないことが、論争における最大の問題点である。

本節ではこうした事態について、テイラーの論述

を再構成しつつ分析する。

自己解釈の進展による新たな高次の普の獲得は、

ニーチェが「すべての価値の価値転換JC[反キリ
スト者J)と言うように高みへの移行であるが、し

かしそれと同時に、他の普との聞に衝突や緊張を

も不可避的にはらんでいる1110 ゆえに、 「生にお

けるこれらの高次の普の地位は、認識論上の病を

必然的に引き起こし、それが自然主義的傾向とさ

まざまな還元主義の糧となるJllZ。自らの道徳的反

応を分節化することは、表向きあるいは意識的に

それまで信じていたこととの聞のギャップを顕在

化させることでもある。この分節化は、とくに現

代において一層困難になっているが、その原因と

してテイラーが挙げるのは、①近代社会の多元的

性格②近代的認識論 Cepistemology)の比重の高

きとその背景にある精神観、③道徳的信念の仮設

的、探求的、不確定的な性質である旧。

高次の普の根拠として超越者に訴えることが伝

統であったことも、高次の普についての懐疑主義

を促進している。善のイデア、神、自然本性など

が道徳の根拠となっている場合、まず世界がそう

した超越者によって支えられていることを認めた

うえで、それから道徳的な議論が始まるという構

造をとらざるをない。これはとくに、異なる文化

問、あるいは脱呪衡化された世界に生きる近代人

の聞では妥当性を得られない議論順序である114。

こうして近代では、カント主義や功利主義に代

表される手続き主義が、道徳哲学の主流となって

きた。欲求や善の質的区別は、形而上学と同一視

されて前近代の遺物とみなされた。手続き主義的

な道徳哲学の特徴は、道徳的行為の根拠を単一の

チャールズ テイラーの思想構造

基礎に求めることであり、功利性原理や普遍化可

能性が道徳の領域の本質として規定される1150 そ

こでは単一の規準 Ccriteria)によって義務と権利

の内容が導き出されるが、それは道徳的なものの

領域をそれ以外のものから分権抽出し、普から分

離することをも意味する。それと同時に、動機の

質的区別は無化し均質化される出。

道徳的なものとそうでないものとの聞に厳格な

境界線を引く手続き主義は、認識論・形而上学・

道徳的動因が絡み合って、一種の要塞 Cfortress)

と化している1170手続き主義を支えているのは、

理論レヴェルでは形而上学や認識論でもあるが、

それらの背後に隠れてもっとも強力に手続き主義

を支えているのは、近代人に浸透している道徳的

理想である。

そもそも、あらゆる哲学の理論的定式化の背後

には何らかの人間観ゃ道徳的理想があって、その

理論を支えている。手続き主義の背後にある特定

の道徳観とは、人間の尊厳と合理的コントロール

としての自由という理想であり山、近代の人間関

係や社会制度のなかにこの理想は浸透しているの

である。ミクロコスモスとマクロコスモスの照応

関係に包まれた世界から抜け出して近代人が自律

性を求めたとき、いかなる外的な価値秩序をも、

所与的な規範として認めることはできなかった。

デファクトな諸普の計算のみに合理的な道徳基準

を求めた功利主義は、そうした動きの終着点のー

っともいうべき道徳哲学であった。功利主義を批

判するカントは、デファクトな普から道徳的なも

のを切り離したが、やはり行為法則を手続き的に

定め、さらに理性と欲求(傾向性)とを完全な対

立関係として捉えた。こうした、実質的倫理への

反発としての近代手続き倫理は、現代にまで至る

強力な伝統を形成している、とテイラーは見てい

る1190

厳密性平明断性を求める手続き主義は、もとも

と7ロネーシスのために残されていた領域に「非

理性的」という熔印を押す。非理性的とは、自律

性が失われ、権威に身を委ねることを意味する。

そうすると、 「表示きれない道徳感覚は、現存の
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実践に囚われているに違いないから、それへのい

かなる譲歩も現状の強化へとつながる。自由、普

遍性、批判的スタンスのすべては明断なJレールを

要求するJl>'。

だがこうした理論はもちろん誤りであり、自ら

が普の理論に依拠していることを自覚していない

に過ぎない。ローJレズらは「普に対する正の優先」

を唱えるが、テイラーにとっては、人間論を踏ま

えて質的区別によって高次とされるもののすべて

を普と考えるなら、むしろ「善が常に正(the

right)に優先するJ121のである。正や正義は、普

の派生態として位置づけられねばならない。そし

て普の領域、道徳の領域を、普遍的に妥当する単

一の原理によって包摂することは決してできない。

実践理性は、その本性上、善についての暗黙の

把握という文脈の中でのみ機能するのであり、そ

の善と内的に結びついている現存の実践による媒

介をも不可欠とする。近代道徳哲学の合理性が陥

った誤りは、道徳と現存の実践との内的結ぴつき

を断ち切ったときにのみ批判が可能だと考えた点

にある国。こうした抽象的理性規範が近代人に受

け入れられたのは、自律性という道徳の源泉と暗

々裡に結びついていたからにすぎない。いかなる

規範であれ、人々に内在する高次の欲求に訴えか

けない限り、それは規範たりえないのである。

次に検討されねばならないのは、後期フーコー

をはじめとするネオ・ニーチェ主義者である。彼

らもまたテイラーと同じく近代道徳哲学を批判す

るものの、他方で手続き主義と同じく分節化を拒

否してしまう点で、テイラーと決定的に対立する。

彼らの手続き倫理批判は、主にその倫理に暗々裡

に含まれる道徳的前提に向けられている。近代道

徳哲学に対するこのタイプの批判には、実はテイ

ラーのアプローチと近いところがある。なぜなら、

「近代哲学は認識論的動因のみにより決定されて

いるではなく、道徳的動因を持っていることを示

そうとする点で同じ」田だからである。また、歴史

的分析を通じてアプローチする点でも同じである

ことをテイラーは認めているluoだが、ホップズ
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と同じく道徳一般や義務を命令として解し問、あ

らゆる道徳の背景動機を暴くだけに終わっていて

は、なおも近代主観主義から抜け出せておらず、ア

イデンティティと普との不可分性を見落としてし

まっている。こうしたネオ・ニーチェ主義の背後

にあるのは、道具的理性によって抑圧されている

自然本性を解放しようというロマン主義的・実存

主義的な道徳理念であるのだが、人間のアイデン

ティティがもっ複雑な構造に気づいていないこと

は自己破壊的である出。

かくして、近代において主流の道徳哲学(功利

主義、カント主義)もネオ・ニーチェ主義も、人

格の深みとそれにともなう背景を無視する。その

帰結として分節化の余地が失われ、道徳的な議論

やコミュニケーションが妨げられ、道徳的な懐疑

主義や相対主義を招いている。前者は、普の質的

区別のない単一の基準から導かれる行為原理に依

拠するため、善の多様性から現実に生じている善

どうしの衝突に対応できない。ネオ・ニーチェ主

義は高次の善を否定することによって衝突を解消

しようとするが、あらゆる道徳を「課された命令」

としてしか捉えることができない。これは誤りで

あるだけでなく、自らを駆り立てている高次の道

徳的理念を否定してしまっている団。

したがってテイラーは、 「何らかの種類の哲学

的散文」閣を用いて普を分節化することで、さまざ

まな、一見して通約不可能に映る道徳観を再発見

し、それらを和解きせようとする。その作業は、

テイラーにとって、必然的に歴史的な分析という

形をとる。というのも、高次の欲求を否定する近

代的道徳それ自身が暗黙裡に積極的に高次の欲求

へとコミットしていたことを明らかにすることで、

今の我々を構成し、我々の行為や理論の背後にあ

る複合的で多元的な道徳的理想のありょうがはっ

きりと理解できるからである国。

第二節オルタナテイヴの実践理性号デル

本節ではテイラーが近代道徳哲学(=功利主義、

カント主義)に代わるモデルとして提出した実践

理性論を検討する。近代道徳哲学の批判にとどま



らず、それに代わるものとして自らの実践理性モ

デルを打ち出したことは、少なくともテイラー自

身の理論展開にとっては、決定的意味を持ってい

た。それによって道徳的相対主義を克服すると共

に、テイラー自身の解釈学的な理論構造全体が画

定されることになったからである。

テイラーによれば、近代の実践理性論は、不可

能な要求を設定することによって、道徳的懐疑主

義に拍車をかけている1へこの点に関しテイラー

は、 『美徳なき時代Jにおけるマッキンタイアの

道徳哲学史分析に完全に同意するけれども、むし

ろそこでテイラーが自らに課す任務は、今の我々

にとって必要かっ可能な実践理性モデルを示すこ

と、すなわち、脱呪術化とロマン主義とともに失

われた超越者に頼らずに131、道徳的な主観主義や

相対主義を克服する実践理性のモデルを構築する

ことである。

合理的な道徳的な議論と、それを通じた相互理

解が可能であることを示そうとする試みは、テイ

ラーにとっては、解釈学の受容とそれに基づく人

間論の確立によって初めて可能になった。実践理

性は自己解釈の一つの側面であり、それなしには、

価値や道徳に関する合理的な議論もまた不可能だ

からである。したがって、テイラーにとって道徳

哲学の任務とは、スミスも指摘するように四、意

識下に「埋もれている普を再分節化により掘り返

して、それらの源泉に再ぴ力を与える (empower)

こと」閣である。すなわち、 「自分を動かす道徳的

直観を捨象してしまう議論は、いかなる道徳的理

解をも不可能にしてしまう」のであるから、道徳

の源呆に触れる経験を通じてのみ、特に生のスト

ーリーの解釈変更を通じてのみ、説得やコミュニ

ケーションは可能となるのである'"。

実践理性 (practical reasonあるいはpractical

rea田凶ng)は、近代の道徳哲学においては普遍的

に妥当する基準を与えるものと想定されている。

しかしテイラーによると、現実の道徳的な議論は

つねに、特定の状況下で自分と相手とがそれぞれ

の具体的立場に立った上で、何らかの共有してい

る前提に立って始まる。何らかの共有された普な

チャールズ テイラーの思想構造

り価値観なりが存在しないときには、道徳的価値

的なコミュニケーションは不可能である団。道徳

的な議論が成立するためには、対話者の聞に予め

一定の共通性が必要とされる、というのである。

この瞬間、テイラーはきわめて危険な場所に立っ

ている。すなわち、価値相対主義や文化相対主義

に陥るか、閉鎖的な共同体の中に閉じこもるか、

あるいはその両方か。しかしテイラーは、この苦

境を切り抜けることができると信じている。これ

はテイラーの道徳哲学におけるきわめて重要な論

点であるが、その際の鍵は、人間の有限性とそれ

に伴う「道徳的実在論」である。

道徳的な議論は、混乱や不明断性などから生じ

ている誤り (error)を明らかにするものであるが、

これは同時に自己明断性と自己理解の増大をも意

味しているm。こうした実践理性を、テイラーは

「相手に応じたadhominemJモデルと呼ぶ1町。こ

の表現は、高次の欲求(普)の領域でコミュニケ

ーションが成立することを合意している。つまり

自己の道徳的直観の分節化を通じてのみ、人は他

者の考えを理解できるようになり、あるいは自分

の信念を変更し、立場を移行することができるの

である。

だが、このような立場はラデイカルな批判を不

可能にする、という批判が、手続き主義者から寄

せられてきた。功利主義は、特定の立場に依拠し

ない科学と理性との調和によってのみ改革が可能

だと考えた。しかしテイラーに言わせると真相は

正反対であり、それによってかえって、道徳的な

不一致を調停する術が失われ、道徳的な主観主義

や相対主義が蔓延するようになった瑚。こうして

主観の中に囚われた人々が相対主義から脱出する

途は、再ぴ自己解釈の遂行に求められねばならな

u、。

「媒介エレメントは、人間の生活形式の中に深

く埋め込まれている何かであり、我々はみな

その生活形式をはっきりとは意識していない

が、明示されたときには承認せねばならない。

それが、 (ある種の)理解と実践能力との速
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絡だ。…我々が常に示そうと試みるのは、対

話者がすでに受け入れているものを前提とし

て、彼が、議論されている自らの行為や政策

に、我々が彼に説いている意義を帰せざるを

得ない、ということである」四

「実践理性は・移行的な推論である。その目的

は、ある立場が絶対的に正しいと言えること

ではなく、他の立場よりも優れていることを

確証することにあJ~， 1合理的な証明の中

枢は、この変化が誤りを減少させる (error-

reducing)ものであると示すことのうちに存

する」岬

すなわち道徳的な議論は、具体的状況から遊離

した抽象的な真理をではなくて、移行(廿血sition)

をめざす。立場の移行は、意識下にあった生活形

式についての理解(背景理解)へ訴えかけること

によって、既存の立場の矛盾や混乱ゃあいまいき

などを認識し、それを改善するプロセスであり、

それをテイラーは「誤りを減少させるerror-

reducingJプロセスと呼ぶ1410 したがって「現実

に支持されている立場は、その水も漏らさぬ演線

的体系とは一致しない。事実として合理的な移行

が可能な理由はここにあるJ'位。既存の道徳的立場

は、その背景を分節化することによって、異なる

立場をそこに取り込むことを通じて、さらなる統

合的な立場に移行することができる。 1誤りを減

少させる」とは、自己解釈の一環であることには

ついては疑問の余地はなしまた人間論との連闘

でさらに重要なことは、移行としての道徳的議論

は、同時に道徳の源泉の分節化をも意味するとい

う点である。

130 

「私があなたを納得させることができるのは、

…善について述べることによって、すなわち

あなたが今もっている道徳的直観の根底にあ

るものの分節化によって、あるいは私の記述

をあなた自身のものとする点まであなたを動

かすことによって、のみである」国

しかしより根本的な形態としては、議論モデル

のように二つの立場を比較考量する必要すらなく、

矛盾の同定、混乱の一掃、見落としていた要素の

救出などの経験があれば、移行は可能である。こ

の場合、二つの立場の聞にある何らかの共通の土

台や基準を事前に認識している必要がない。むし

ろそれは、議論のなかで自らの背景を分節化する

ことを通じて初めて認識されるものである。主体

は、移行した後になってから、かつての自分に対

する今の自分の優位に気づく 1“。立場Xから立場Y

への移行は次のように述べられる。

「移行の議論にとって決定的なのは、それの主

張がより穏当なものであるということだ。…

Yが単に正しいというのではなく、究極的な

真理が何であれYはXよりも良い、という主張

である。…この議論のメッセージは、最終的

な正しきが何であろうとも、あなたはXからY

への移行によって認識論上の立場を改善でき

る、というものだJ145

こうして、 「完全に明示された立場の聞で行わ

れるものが論争のすべてではない、ということが

わかれば、合理的な議論の範囲は大いに広がるJ<<io
功利主義もカント主義もロールズも、 「単一の基

本的論拠」からすべての義務を導き出そうとする

が、それは人間の道徳的思考の本性からかけ離れ

ている1<，。人聞は、アリストテレス倫理学が教え

るとおり、多数の普を追求しつつ、それらのバラ

ンスをとることで普き生を構想する抽。 1善の衝

突は・・人間の生の複雑性と限界から生じる」国もの

である以上、我々は不可避的に「価値多元主義」

(パーリン)に導かれるが、アリストテレス的ア

ブローチによって「諸普の和解」珊の可能性が聞け

る。アリストテレスの 17ロネーシスphronesisJ

を現代的に回復させるテイラーにとって、道徳的

なコミュニケーションとは、命題と命題との比較

ではなく、その命題の背後に存在する各人の生の

ふれあいを指しているのである。解釈学的には、

それは「地平の融合」と呼ばれてしかるべきもの



である。

ただし「当然ながら、以上のことは、あらゆる

実際の論争が理性的に調停可能であることを示す

ものではない」回。テイラーが明らかにしたのは理

論的な可能性であって、現実の場で「地平の融合」

が生じるかどうかは「解釈的弁証法」の実践にか

かっている。この困難を認めつつも、テイラーは

最終的には相対主義を拒否する。

「我々は、相対主義を受け入れるのに十分な根

拠となるほどの距離と不可解きに対しても畏

縮する必要はない。それは議論の資源であり、

そのつど挑戦されねばならない。なぜなら、

相対主義が偽りであることの保証もないから

だ。やってみなければならないのだ」田

相対主義の乗り越えの達成という意味で、これ

を「道徳的実在論 (moralrealism) Jと言うこと

もできるが、だからといって道徳的論争に終止符

が釘たれるわけではない。テイラー自身は以下の

ように語っている。

チャールズ テイラーの思想構造

「困難かっ苦痛」にあえて乗り出すための「実践

としての社会理論」皿という性格を持っている。

人が主張する道徳的立場は、つねに、分節化さ

れておらず自覚もされていない「背景」によって

支えられている。道徳や価値をめぐる議論は、こ

の背景を分節化するプロセスという一面を持って

いるため、ある道徳的主張はつねに別の言葉に置

き換えて語ることができる。自己解釈はつねに再

解釈の余地を残している、という人間論のテーゼ

はここにおいて決定的な役割を呆たす。したがっ

て、人聞は、相手の立場は理解不可能であるとい

う最終的結論に至ることはできないのである。相

手の主張を理解するためには既存の自己解釈を更

新するのをためらわないという、この「開放性

opennessJ弱のスタンスさえ保ち続けるならば、つ

ねに何らかの形で言い換えられながら、道徳平価

値についての議論が継続される可能性は決して消

えはしないのである。

自らの信じる価値を普遍的なものに高めるプロ

セスには、他者の立場と対持してそれを理解しよ

うとする「開放性」のスタンスが要求されるであ

ろう。その過程においては、宗教であれ文化であ

れ、つねにそれぞれの選択肢の価値を(相対的、

「実在論は、すべての道徳的議論は調停可能で 暫定的に)比較しなければならないのである師。

あるなどとは言わない。単に論理上は停止点

が無いと言うだけだ。だから道徳的デイレン

マは道徳的実在論と完全に両立可能だ」田

現実に生じている文化的価値的コン7リクトを

徹底的に受け止めることは、テイラーをして理論

レヴェルでの道徳的実在論へと向わせしめた。架

橋不可能に見えるほどの文化問ギャップに直面し

たときに議論が成立するかどうかの分水嶺は、 「

少なくとも自らの杜会を多くの可能的社会の中の

ーっとして見ることができるようになること」で

ある。たとえ同じ文化に属する人々の聞の場合で

も、基本的にこの点は変わらないであろう。だが

「これは疑いなく、人聞にとってもっとも困難か

っ苦痛を伴う知的移行の一つである」出。後にも触

れるように、テイラーの社会理論は、人々がこの

第四章社会理論・社会科学輪

第一節社会理前にお防る『思疎』と『疎外』

テイラーにとって杜会理論とは、基本的にパー

リンにおける政治哲学と同じく、社会を対象とす

る道徳哲学であり、その限りでやはり自己解釈の

一環である1弱。テイラーが一般的な政治学(とく

に行動主義的な政治学)や社会理論に対して持つ

不満は、それらが問主観的「意味」を十分に捉え

てはいないことにある。本来の杜会理論が扱う意

味は、認識主体から切り離されたなまの (bru匝)

データから成る社会的現実として構成された、主

観的なものではない。むしろ、現実そのものを構

成している問主観的なものである団。

そうした閥主観的意味のほとんどは、通常はは
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っきりとは意識されずに、行為平感情などに暗々

裡に織り込まれて、それらを形作っている。その

前理論的な自己理解を顕在化させることを通じて、

それを批判したり拡張したりするのが社会理論で

ある国。

したがって、社会理論は紛れもなく一つの実践

活動である。主観から独立した対象についての事

実を観察し分析する自然科学と違い、社会科学に

おける対象と主観との関係は独立的ではない。社

会理論の対象である実践は、一定の自己理解によ

って構成されていて、社会理論もまた自己理解の

一部とならざるをえないからである。とりわけ近

代社会では、科学の威信が高まり、人々は何らか

の社会的メカニズムの存在を前提としている。経

済学は、そのもっとも尖鋭な表現である。またリ

ベラル・デモクラシーにおいては様々な党派の対

立を要件とする政治制度が形成されていて、そこ

での政治闘争は、社会理論聞の闘争という性格を

も帯びている。かくて「われわれの文明は不可避

的に理論的な文明である」阻。

当然ながら、自然科学のように事実との一致に

頼ることができないため、社会理論には妥当性の

問題が生じる。超越的な基準に訴えることが可能

でも望ましくもないのはもちろんであるが、テイ

ラーによれば、その理論が「自己破壊的self-

def，四位19Jかどうかが判定基準になる。すなわち、

分節化としてのその理論が、分節化きれていない

けれども自らの根拠であり目標であるところの普

を実現できずギャップを抱えているような理論の

場合、その理論は自己破壊的、すなわち誤りなの

である。

こうした理論枠組みは、基本的にヘーゲJレから

受け継がれた。社会が適切な社会理論をもてない

でいる事態をテイラーは「疎外alienationJとして

捉え、そこにヘーゲルの「人倫SittlichkeitJ概念

の意義を見出す1位。なぜなら、 「人倫と疎外は、

今なお、現代の自己理解についての啓発的かっ測

り知れない価値をもった道具」国だとテイラーは考

えているからである。

そもそもヘーゲルの「人倫」は、社会契約論の
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基礎となっている抽象的な個人に関わる「道徳性

moralityJへの対抗概念であり、個人ではなく社

会を主体=実体とする。現代の個人主義的直観に

は受け入れがたいこの思想をなぜテイラーは肯定

するのか。言うまでもなく、そこには人聞が共同

体と不可分であることが関わっている。

「我々が人間というものを考察するとき、それ

は単なる生命体ではなく、考え、感じ、決定

し、感動し、責任を負い、他者と関係を結ぶ、

そういう存在を意味している。そこには、言

語、一定の世界の経験の仕方、自分の感情の

解釈の仕方、他者キ過去や将来や絶対者の理

解の仕方、こういったものが合意されている。

この文化的世界の中に人が自らを位置づける

特有の仕方こそが、その人のアイデンティテ

イである。

そのとき、言語牛、我々の経験や解釈の根

底にある一連の特徴は、共同体においてのみ

成長し、維持することが可能なものである。

人間であるとはそのような意味においてであ

り、我々は文化的共同体の中にのみ存在す

る」国

人聞が自己解釈的動物であり、経験や自己解釈

が言語によって形作られている以上、人間にとっ

て、それらの話集によって形作られた世界として

の文化的共同体は、いわば超越論的条件である160

自己解釈の分節化を通じて人と人がことばを交わ

しあい互いを理解するという「不思議WunderJ

(ガダマー)は、この超越論的な共同体によって

初めて可能となる。

しかし、この共同体が超越論的なものであると

いうことには、裏を返せば、現実の経験的共同体

においては必然的に個人と共同体との聞にずれが

生じるという含意がある。そして、 「自分の社会

の公的経験が、自分にとって何の意味も持たなく

なったとき」が疎外の状態であり、この点の洞察

に関して、 「ヘーゲルは、最も早〈疎外理論を展

開したうちの一人である」閣とされる。



ここで重要なのは、人々の社会的実践は「客観

的精神objectiveSpiritJの表現であるというへー

ゲル理論である。例えば選挙を考えてみると、決

して普遍的な制度でないことは明らかであり、個

人が自律的決定を下すという理想を背景として初

めて成立する社会的制度である。そしてヘーゲル

にとっては、理論(哲学)とは人々の実践の定式

化であり、その意味ではすでに実現されているも

のを事後的に表現することである問。たとえ日常

的には明示化されていないとしても、人々の生活

世界の中に浸透していて公的制度や人々の杜会的

実践において表現されている道徳的理想をへーゲ

ルは人倫と呼ぴ、そのような裏づけを持たない抽

象的で彼岸的な理論や園家に対して、生涯を通じ

てヘーゲルは批判を緩めることはなかった瑚。

「現実的なものは理性的である」という悪名高き

テーゼは、先行的実践のないところに(抽象的な)

理論を押し付ける「道徳性」の終着点としてジャ

コパニズムを捉えるヘーゲルの一貫した洞察に基

づくものである。

疎外が生じるのは、社会的実践とそれを規定し

ている目的や規範とが議離するときである。例え

ば、選挙における自分の決断と社会的結果とが結

びついているとはとても感じられなくなるときで

ある。そうなると人々は、現実界における公的経

験をあきらめ、代わりに私的領域や閉鎖的な共同

体をアイデンティティの中心的な構成要素とする

ようになり、社会はますます「疎遠なもの」と化

し、断片化が進行する。その帰結としては、ヘー

ゲ1レが『歴史哲学講義』で描くように、最終的に

は共同体の崩壊にまで至りうるのである。

だが、テイラーにとっては、現代をポリスやロ

ーマ帝国の崩壊期になぞらえることもできないし、

絶対精神の体現としての国家存在論を受け入れる

こともできない。テイラーがヘーゲルの「人倫」

概念のなかに見出す意義は、第一に、共同体の中

の実践や制度は、何らかの共有された人間観や社

会観、あるいは自然観ゃ宗教観の表現であるとい

うこと、そして第二に、人々のアイデンテイテイ

が公的経験によって構成されていることが決定的

チャールズ テイラーの思想構造
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人々が公的な経験や制度を自らのアイデンテイ

ティと切り離すという事態が起こるのは、人々が

自らの価値を変化させたために、制度がもはや人

々の期待を担いきれなくなるからである。それは、

政治システムにおける入力 出力モデルでは捉え

ることのできない「文化変容cultural皿utationJ

という事態であり、こうした人々の自己理解と社

会的諸制度との複雑な関係は、 「現在の病につい

ての解釈学的な研究J""によってのみ分析できる。

それは同時に、既存の公的制度や公的実践がい

かにして人々の自己理解と阻麟をきたすようにな

ったのかを分析することである以上、 「必然的に

歴史的な研究J71となる。この歴史的分析がいかな
るものであるかを描く試みの集大成が『自己の諾

源泉」と 「世俗的時代」であるが、今はその具体

的な内容に立ち入らない回目。

第=節 エスノセントリズム・相対主語・開放性

こうしたテイラーの解釈学的社会理論は、二つ

の立場に対抗するものである。一つめは、行為者

の視点をそのまま受け入れてしまうタイプの社会

理論であり、文化相対主義の根拠となっている。

二つめは、すでに多少触れたが、自己記述を介在

きせない自然科学モデルの社会理論である。相対

主義の浸透には理由がある。ジェイムズ・ 7レイ

ザーに代表されるかつての人類学のように、一方

的な西洋基準で未開文化を測るならば、あるいは

より一般的に言って自らの観点を絶対視するなら

ば、エスノセントリズムに陥ってしまう。同一文

化内であっても、程度の差こそあれ、権威主義的

な押しつけの危険は常に存在する。普遍的である

ことを要求する社会理論は、こうしたエスノセン

トリズムの危険を常にはらんでいる、とテイラー

は考える。

それでも、エスノセントリズムを避けようとし

て通約不可能性に逃げ込むことは、ニーチェの

「観点主義」とおなじく相対主義に陥るだけであ
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る。そうした見解の誤りは、 「文化横断的な理論

の言語を、我々の言語としてみるか、さもなけれ

ば彼らの言語としてみる」ところにある1740 そう

ではなく、両者の生活様式を媒介し、人間として

の一定の共通性との関係におけるオルタナテイヴ

として述べることのできる言語、すなわち「コン

トラストの言語J175を見つけることが可能なはずで

ある。

「コントラストの言語」を見つけることは、ガ

ダマーの「地平の融合」の言い換えと見てよい1施。

自然科学の言語でも行為者当人の言語でもなく、

自己と他者との聞の「コントラストの言語」によ

ってこそ、他者を理解する社会理論は可能になる

のである。

「地平の融合Jの重要な合意として、それが自

己理解や自己記述の書き換えを伴うという点があ

る。それまで自明に思われていた自らの視点が、

他者をも含むより広い地平の中での一つのオ1レタ

ナティヴにすぎないということに気づくからであ

る問。すなわち、 「他者理解は自己理解を変え

るj1711という言葉の合意は、いわば「他者理解と自

己解釈とが相即するダイナミズム」のことであり、

そこには既存の自己理解(アイデンティティ)の

更新を必ず伴っているのである。

近代の遊離的理性に魅せられた人々は「科学的、

宗教的無謬性という便利な幻影に逃げ込みJ179続け

てきたが、文化や歴史を捨象した記述が「科学的」

であるという自然主義的な考えそのものが、特殊

西洋的な思い込みなのである。例えば、社会内の

各アクターが発する要求の入力 出力の関係とし

ての「政治システム」なる概念自体が、政府を道

具的に見ることを既に前提にしている。そうした

政治観は、近代個人主義的な実践や理論の一部な

のであって、個人主義的な理想が共有されている

社会においてのみ(一定の)妥当性をもっに過ぎ

ない。だから、文化に縛られない科学という観念

それ自体が、 「自らの起源に気づいていないだけ

でなく、深く、さらに無意識のうちに党派的」閣で

あらざるを得ない。
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したがって「他者理解」のためには、 「エスノ

セントリズムと相対主義のデイレンマを乗り越え

る」ことが必要である。そのためには、ガダマー

に従って、 「他者のリアリティを歪める自らの暗

々裡の理解を忍耐強く同定して解除すること」皿が

必要だ、とテイラーは言う。ただし、テイラーは

強調していないが、ここでの「他者」を異文化に

限定する必要はない。つまり、理論的なレヴェル

では、文化的境界の有無は通約可能性の問題に関

わらない以上園、最も近い者であっても、その人

が全き他者と化す可能性は決して消えない。テイ

ラーにおいては、人間論から道徳論を経て社会理

論にいたるまで、くまなく解釈学的な構造が貫い

ているのである。

以上のようなテイラー理論の適用範囲は西洋に

限定されている、と批判されることが多い。実際、

社会理論についてのそうした批判には十分な理由

がある。一例として杉田教の批判を見てみよう。

「結局のところテイラーは、そこまで異質な文

化(イスラーム原理主義のこと:引用者註)

との対話可能性というものを真剣に考えては

いないように思われる。むしろ彼の関心は、

広い意味の西洋文明の内部の、すなわち世界

大で言えば多数派の内部の、より微妙な差異

にあるのではないか」国

杉田の指摘は確かに正しいロ一方では、本章で

示してきたような理論体系は文化を超えてあらゆ

る人間に妥当すると主張しているにも拘らず、他

方では、確かにテイラーの主たる関心は西洋やカ

ナダにあるし、意図的に適用範囲をその中に限定

する傾向がある。だがそれは、エスノセントリズ

ムを避けようという自覚の産物、つまり、十分な

理解のないままに自らの尺度を押し付けることへ

の禁欲的態度、として見るべきである。西洋優位

のイデオロギーを再生産すること、あるいは実際

には「軽蔑」に他ならない「見せかけの尊敬の行

為J184、これらへの強い警戒感が働いていることを

見落とすならば、杉田のようなテイラー批判は、



バランスを欠いたものに終わる恐れがある団。

「地平の融合jとしての他者理解には、必然的

に自分についての理解の変化が伴うのだった。だ

が、他者についての歪んだイメージに依存して既

存のアイデンティティが形成されているので、多

くの人はこれを拒否してしまう園。したがって、

豊かな理解のためには既存の自己理解を疑問に付

すことが要求されるが、そうしたスタンスをガダ

マーが「開放性 (openness)Jと呼んだことをテ

イラーは強調する。ここでも人間論と社会理論と

を貫くーつの構造を見出すことができる。高次の

普に向かつて歩み続けるためには、既存の自己理

解を組み換えることを賑わない「開放性」の態度

が要爾される。 r強いられていないとしても、自
己に反するものを受け入れねばならないと承認す

ることが、他者への開放性には伴うJという『真
理と方法』におけるガダマーの言葉は、テイラー

にとっても必要不可欠である問。

とはいえ、 「開放性Jの感度をいかにして確保
するかという点に閲しては、テイラーも確信を持

った答えを提出できていない。テイラーが提出す

る一つの答えは、ヘルダーに代表されるキリスト

教の信念であるIUo キリスト教に拠らずとも「開

放性Jの倫理が可能であることをテイラーは信じて

いるが、篤いカトリックたる彼にとっては、では

他にどのような根拠があるのかという閑いには確

信が持てないのかもしれない。キリスト教の伝統

を活用できない人々にとっては、テイラーが解釈

学的に歴史を掘り起こしたことに倣うべきか、あ

るいはそのような作業を必要としないかは、課題

として残されている。

しかし、テイラーの理論構造の中に一定の示唆

を読み取ることができる。彼の解釈学が存在論の

レヴェルにある朋ことを既に見てきた稜々にとっ

ては、彼の人間論それ自体において、すなわち入

が人格キアイデンティティを備えている限りは、

この「開放性Jが、潜在的にではあれ、あらゆる

人聞に醸せられた責任であり、かつ高次の普とし

てあらゆる人が欲しているものである、という合
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意がそこにあったことを想起できるはずである園。

テイラーは、既存のアイデンテイティを構成して

いるもっとも根本的なカテゴリーを吟味して(再)

定式化することを厭わない態度を指して「開放性J

と呼ぶのであるが刷、とりわけ自律性を理想とし

て持つがゆえに主観の橿に自らを閉じ込めてLま

う近代人が本来の自己を実現するためには、他者

の立場を理解する「地平の融合Jのプロセスにお

いてのみ、自らの誤りを見出したり正しきを確か

めたりすることができるからでる。

こうして、解釈学が他者志向的であるという結

論に透した我々は、そのような理論空聞が「承認

をめぐる政治Jの問題園と大幅に重なり合ってい
ることに気づく。人が人を理解することが、具体

的な内容を備えたコミュニケーションにおいての

み成立する事態であるのならば、自由や平等とい

う理念を実現する場合でも、抽象的な普通性を求

めるカント的な手続き主義では不十分である。具

体的な普遍性を実現するダイナミックな政治に向

けて思索を重ねるテイラーは、それを現代的条件

において可能にするものとして「承認をめぐる政

治Jにたどり着<， r承認をめぐる政治」の理論
家としてのテイラーを検討することは本稿の議題

ではないが、しかしその本質的な構造は、既に彼

の解釈学的な理論構造の中にほとんど提出きれて

いると見てよいのである。これは、 「承認をめぐ

る政治」論文を地平の融合に言及して結びとして

いることにも表れているし、以下のような発言に

もはっきりと示されている。

r<カナダにおける承認をめぐる政治は)心や思
いの闘いであり、自己定義のための闘いであ

り、全社会のアイデンティテイのための解釈

学的な闘いです」国

テイラーは、哲学的レヴェルにおいて解釈学に依

拠することによって、いかなる政治理論を構想す

ることが可能になったのか、我々が最後に検討す

るのはこの聞いである。
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第五章解釈学的政治理簡~抵抗と民主的エンパ

ワーメント~

ここまで我々は、解釈学という視点から、哲学

的側面を中心にしてテイラーの理論構造を明らか

にしてきた。政治理論に閲する部分のみを取り出

して一面的にテイラー像が捕かれる傾向は強いが、

それに抗して本稿で試みられたのは、哲学的ある

いは解釈学的なテイラー像を描くことであった。

とはいえ、テイラー自身の中には一貫して政治理

論へのコミットメントが存在するのも確かなこと

であり、政治理論を捨象してテイラーを語ること

はできない。そのことを踏まえてテイラーの政治

理論を見るならば、そこにはやはり解釈学の実践

としての政治理論を見出すことができるであろう。

すでに述べたように、テイラーにとっては杜会理

論一般そのものが実践であったからである。そL

て、それはそもそもテイラーにとって、 「解釈学

が解放 (emancipation)のカをもっ」瑚ことに由来

している。

しかし、そのようなテイラーの意義はリベラル

.コミユニタリアン論争のなかで見失われてしま

い、正確に理解されているとは言いがたい。その

例として、井上達夫のリベラリズムを取り上げつ

つ、解釈学に基づくテイラーの政治理論の特徴を

確認する。井上によると、ロールズのリベラリズ

ムの「正義の普に対する優位」に対するコミユニ

タリアニズムの批判は、①普遍主義批判②原子論

的人間観批判③反卓越主義批判の三点に集約され

る。ロールズは①を受け入れて「政治的リベラリ

ズム」へと移行したが、本当に受容すべきは②だ

と井上は主張する刷。

そこで井上はサンデルの「自己解釈的存在」と

いう語を採用する1へしたがって自己には、 「自

らの生を指導する一切の価値」を「自己の上に開花

させ、結実させる責任」が謀せられている".。だが

このサンデルの人間論はむしろ、コミユニタリア

ンの主張である「共通善の政治」を掘り崩すもの

である、と井上は考える。
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i(自己解釈的存在のさまざまな連合は;引用者

註)分裂・再統合・再区分の過程に常に置か

れており、その布置が、共通善の政治の適用

対象となる共同体、即ち、領域的に一定の公

権力を行使できる地域共同体の領域分割と定

常的に合致することはありえない」即

井上の議論自体は支持しうるものだとしても、

そこにはテイラーに対する大きな誤解もまた、苧

まれている。特定の共同体が「前解釈的与件」と

して個人の自己解釈遂行を抑え込んでいる、とい

う保守的なコミユニタリアニズム像を井上は描い

ているようだが、それは少なくともテイラーに関

しては当てはまらない1"。さらに深刻なのは、次
のような主張である。自己解釈の度ごとに共通普

の共同体が「分裂・再統合・再区分」のプロセス

を続ける以上、そうした共同体(構成的共同体)

は私的領域においてのみ奨励されるべきものとな

る。

「このリベラリズムは、政治体を、…(善き生

の構想を共通アイデンティティとする，引用

者註)構成的共同体として理解することを斥

けるが、...(結社の自由によって;同)かか

る共同体の形成を奨励している。…しかしか

かる共同体は、その成員が自省的主体として

解釈的自律性を有する限り、生き生きとした

内的一体性を永遠に保持することはできないロ

これI;l:...かかる共同体は非権力的・自発的結

社であるべきことを示す」珊

まず、一つの根本的な誤解が上の引用に含まれ

ている。井上は「自己解釈的存在」を「解釈的自

律性」に言い換えているが、これは明らかに、人

間論の理論的位相を取り違えている。テイラーに

とって「自己解釈的動物」とは超越論的なもので

あって、自覚の有無に関わらず、人聞はつねに自

己解釈的動物である。したがって、 「リベラリズ

ムに適合的な人間論」なるものは存在しないし、

いかなる共同体に帰属しようとも自己解釈的動物



であることはなんら変化しない。井上の「解釈的

自律性」とは、自己解釈の遂行は各個人によって

自律的に遂行されるべき、という「特定の理想」

を雄弁に表現したもの、と解すべきであろう。

次に、おそらく井上の「自己解釈」理解は一面

的なように恩われる。井上によれば、個人の普き

生の構想の追求としての自己解釈は多様に分化し

ていく過程に絶えず置かれているために、共通善

の政治としての共同体は存在し得ない、とされ

"" る。
この指摘は、自己解釈的動物の人間論に基づく

コミユニタリアニズムにおける共同体が、現代に

おいては、超越者として成員の一体性を確保する

ものであってはならないことを明確にしている点

で重要である。この点は我々もテイラーに即して

繰り返し確認してきたところである。だが、既に

触れたように、テイラーにおいて自己理解の遂行

とは、他者理解のプロセスをも意味している。つ

まり「分裂・再統合・再区分の過程」は、 「地平

の融合」のプロセスと同義、あるいは同じ現象の

表と裏である。個人は、自己解釈を通じて共同体

から離れていくだけではなく、自己解釈の遂行に

おいて既に、共同体の方へ向かっている。自己解

釈が多様化する過程は、それ自体が共通普形成の

プロセス、あるいは相互理解のプロセスでもある。

その外部に立つ権力によって自己解釈が多様化す

る際の外廷を保証する、という井上の議論は、逆

に外在的な規範を密かに導入することになり、政

治的空間を道具的でアトミスティックなものにし

てしまう 2010 テイラーにとっては、 「共通普の政

治」の外部に立つことのできる共同体は、存在しな

~当。

さらに井上は、自己解釈は特定の共同体と結び

ついている必要はないということを正しく指摘し

ている却。それにも拘らず、とくに近代人は、既

存の自己理解を更新してより高い自己実現の欲求

を満たすためには他者とのふれあいを必要として

おり、他者理解として遂行される限り、自己解釈

は「コミュニティ」の方へ向かっていなければな

らない。この点こそがテイラーのコミユニタリア

チャールズ テイラーの思想構造

ニズムの核心を成すものであるが、 「共同体主義」

「共同体論」という呼称が、特定の共同体との結

ぴつきを前提にしているという井上のような誤解

を生じさせてしまっている。だが、テイラーの

「コミユニタリアニズム」の最も根底的な次元は、

既存の人間関係が実体化された共同体というより

も、いわば様相としての関係性そのもの、あるい

は共同体や他者へと向かう「運動」、である却。

結論として以下のように言うことができるだろ

う。井上達夫は「分裂・再統合・再区分」する共

同体を政治体としては信用せず、強制的な権力に

よって支えられた法治国家を政治共同体の望まし

い単位とし、その統制原理の構築に努めている。

テイラーにとって「分裂・再統合・再区分」とは、

それ自体が「地平の融合」のプロセスであり、

「共通善の政治」である。ゆえに、それを政治体

とすることを恐れる必要がない。

解釈学的理論に基づいて「開放性」を待望する

テイラーが、政治理論を通じて目指しているのは、

「抵抗の政治JI民主的エンパワーメントの政治」副

である。人々が自由に生きること、本当に望んで

いるものに気づくこと、そしてそれに沿って行為

できるようになること、テイラーの全理論はその

ためにあるといってもよい。自らに内在している

道徳の源泉を見定めることで力を引き出した人々

が、アトミズムを脱して、普き生を目指して互い

に生き生きと交流しあうプロセスとしてのデモク

ラシーの空間が聞かれるとき、それを恐れる理由

はどこにあるというのか。

「私たちは平等理念に深くコミットしており、

人間の苦しみを防止しようと懸命に努めてい

ます。問題は、普い行いを促進してくれる、

強力な道徳的源泉や善行を動機づけるものを

私たちが所持していないように思われる点に

あるのです」踊

現代人は決して利己的ではなく、自由や平等と

いう道徳的理想を追い求めている。それにも拘ら

ず、それをはっきり認識できておらず、ゆえにそ
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れに沿って行動するだけの力を持っていない。し

たがって、政治理論家としてテイラーが自らに課

す任務は、 「彼らの諾う倫理が本当に必要として

いるものを分節化し、そうやってこの文化の実践

に再ぴ生命を吹き込もうと試みる」踊ことなのであ

る。例えばテイラーの精神史的な遡及は、何より

も、道徳の源泉を掘り返し、我々を動かしている

いくつかの理想の自己理解をめざすための実践で

あった。

自己理解の前進は、周りの他者もまた、自分と

同じ理想を目指しているということに気づかせて

くれるはずである。というのも自己理解のプロセ

スは、言語共同体への参照を通じた「地平の融合」

としての公共性の開示をも意味するからである即。

[おわりに]

テイラーにとって、主体は自己の声と様々な他

者の芦とが響きあう場であること、そして個々の

行為者が融解する共通行為の空間は、日常生活か

ら政治的宗教的運動にまで至る無数のレヴェルで

聞かれている。人は他者との、すなわち様々な自

己とのあいだでの対話を通じた道徳的自己発見に

より絶えず形成される存在である摘。そのような

対話と共通行為の可能性の条件を探求することが

テイラーの根本的テーマであった。自己やアイデ

ンティティの複雑性は絶えざる自己解釈の更新を

要求すること(第三章)、その自己の複雑性のゆえ

に価値的なコン7リクトの和解可能性を排除でき

ないこと(第三章)、そうしたコンフリクトは社会

全体のレヴェルでも生じうるのであり、それに立

ち向かうことが社会理論の主たる任務の一つであ

ること(第四章)、これらの点に関して詳しくテイ

ラーの理論を分析してきた。また、そのような哲

学的レヴェルにおいてテイラーはいわばコミュニ

ケーション可能性を確保し、その上で具体的な政

治理論を展開している(第五章)。なおこの両者の

区別の仕方は、解釈学に基づく彼のへーゲル研究

と密接に結びついている掴。

こうして冒頭の問い、すなわちいかにしてテイ
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ラーは解釈学的な「他者志向的なデモクラシー」

を主張することが可能なのか、という問いに答え

ることができる。端的に言えば、それは人聞が本

性的に対話的な存在であり、つねに「地平の融合」

を欲しているからである。ただし、このような考

えが解釈学以前には明瞭に自覚されてこなかった

点が疑問とされるかもしれない。これは、本稿で

はあまり触れることのできなかったテイラーのも

う一つの大きなテーマである「近代」の問題に関

わっているので、論理的な構造のみを抽出すると

以下のようになる。前近代においては、対話や自

己解釈といった任務は各人がそれぞれ負う必要は

なく、一元的で超越的な秩序観を背景として権威

的関係のなかで調和が図られていた。しかし近代

における個人は、自律性を理想とするがゆえに対

話や解釈行為を個人の責任のもとで行なわなけれ

ばならず、その上ロマン主義以降においては「本

来性authenticityJが道徳的理想として浸透し、各

人の価値観が多元的になった。つまり、近代が抱

え込む困難とは、本来的な自己実現のあり方が不

確定的になり、他者との対話や自己解釈の更新の

必要性が著しく高まっているにも拘らず、そうし

た営みが一見して自律性や本来性に背くもののよ

うに人々に映じていることである。このような状

況を釘閲して身体と他者を回復するために、解釈

学の洞察に基づく「他者志向的なデモクラシー」

曲司輔されるのである。

1 この点については、高田慎三「テイラー哲学を

鋳直す一一解釈学・ヘーゲル・超越論的論証J(井

上匡子・大野達司・菅原寧格編『公共空間におけ

る個の自律一一今井弘道先生退職記念論集』風行

社、 20ω年所収)、 317頁以下を参照。
2 Richard J. Bernstein. Beyond ot抑制smand 

Relativism: Science， Hermeneutics，制 d Praxis， 

University of Pennsylvania Press 1983 (邦訳『科

学・解釈学・実践客観主義と相対主義を超えて』

丸山高司ほか訳岩波書唐 19卯年)を参照。
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Democrocy's Discon倒見Allen皿 dRegan Jr.. Oxford 

University Press 1998.p216などを参照。
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岨テイラー「なぜ民主主義は愛国主義を必要とす

るのかJ(ヌスパウムほか『国を愛するということ』

辰巳・能川訳、人文書院、 2000年所収)、杉田教

「アイデンティティと政治J(r権力の系譜学』岩

波害庖 1998年第五章)、 173-175頁を参照。

組 Taylor.“Livingwi廿1Difference". p.213.および

Phi/o叩'phicalArg開閉2釘"Harvard University Press 

1995. p.208 

国井上達夫『他者への自由J(創文社 1999年)、

104及び107頁を参照。

51 Taylor.“Living with Difference". p.215. 

坦Ibid.

日テイラー「多文化主義・承認・ヘーゲルJ(インタ

ヴュー)([思想JNo.師、 1蜘年7月号)、 24頁。

54 Taylor.“Living wi廿1Di旺erenceぺp.218.
田大森秀臣は、我々とは逆にもっぱら前者の論点

を重視して、リベラJレーコミユニタリアン論争を

乗り越えると称して共和主義を構想している(大

森 I共和主義の法理論」を参照)。大森のロールズ

批判には共感するところが多いものの、本稿は全

体として、哲学的人間学や存在論が不毛だという

彼の主張に対する反論を形成するであろう。
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11強い評価」の規範理論(ー)-C ・テイラーの

人間存在論とその展開ーJ(r法と政治J48巻1号
1997年3月、 311-339頁)を参照。

57 Taylor. .Self-interpreting Animals". in Hi即nan

Ag聞の四dl.ang嗣 ge.ch.2. p.72及U'Sourcesof the 

Self， Harvard University Press 1989. p.524 no匝 6.

テイラーはこれをハイデガー『存在と時間』のテ

ーゼだと註記している。我々の知る限り、ハイデ

ガーのなかに厳密にこのテーゼがあるわけではな

いが、近似の表現としてMartinHeidegger. Sein 

削 dZeit • Niemeyer 1927. S.143 (r世界の名著ハイ

デガー』原・渡辺訳中央公論社 1971年、 263頁を
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国高田「テイラー哲学を鋳置す」第一節を参照。

国 Taylor.“Interpreta包onand也eSciences of 

Man" .in Philosophy and the Human Sciences • p27. 

回 Taylor.“Self-interp白血19A凶mals".p.65を参照。



61 Ibid.， pp.65-66などを参照。

田 Ibid..p.67 

田ヘーゲルとガダマーにも、同様の意味で「経験

の回復」を指摘することができる。ヘーゲルにつ

いては、加藤尚武『ヘーゲJレ哲学の形成と原理』

(未来社 l銘0年)第7章、ガダマーについては、
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品ただしTaylor，"Self-interpreting Ani皿als"， p.66 
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出 Taylor，“Whatis Hum田 Agency?"，in Hl即眠n

Agen町 andLang回Ige，p28 
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係については、菅豊彦『道徳的実在論の擁護J(動

草書房、 zω4年)、第六章を参照。菅の議論は、や
や異なる観点からではあるが、テイラーの人間論

や道徳論と大きく重なり合っている。

67 Ibid.， p.l7. 

倒 Ibid.，p.l9 

回 Taylor，Sources of lhe Self， p.75. 

叩 Taylor，“Whatis human agency?"， p.26 

71 Taylor，“Responsibility for SelfぺinGary 

Wa胞団 ed.，Fr問問l~ Oxford University Press 

1982， p.1l7 

沼例えIfTaylor，“ToFollow a Rule"， in Phi加'ophica/

A噌肌e脚"ch.9 pp.l65-180を参照。ここでテイラー

がウィトゲンシュタインと並べてハイデガーとメ

ルロ=ポンティに言及していることからわかるよ

うに(ibid..p.l69)、これは「超越論的論証」を別

の視点から言い換えたものである。テイラーにと

って、暗黙の規範がもっ社会性を無視して非合理

的にウイトゲンシュタインを解釈するクリプキは

「独話的」である(ibid.， p.l68)。

73 Taylor，“To Follow a Rule"， p.l78 

74 Taylor，“What is human agency?";n HI問問

Agency and Language， p.26及ぴ“Responsibilityfor 
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Selfぺp.l22.
市 Taylor，“Whatis human agency?"， p27. 

76 Taylor，“Self-interpreting Anim叫ピ，pp.63-65. 

円 Taylor，Sources oflhe Self， p.34 

78 Taylor，“Responsibility for Self"， pp.1l1-126、
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しれない。しかしその責任をあらかじめ逃れるこ

とはできない、という点がここでは重要なのであ

る。なお、田中智彦は、テイラーは「根源的再評

価」を遂行する責任の源呆をロマン主義的な「本

来性au也enticityJの理想の内に見ている、と述べ
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上の根拠が十分ではない。むしろ、ロマン主義と

共にこの責任の重要性が明らかになった、と解す

るべきであろう。

81 Taylor， Sources oflhe Self， pp.29-31 

田Ibid..p.34. 

田Ibid.，p.42 

制Ibid.， p.44. 

田Ibid.，p.45 

面白.id.，p.47 

87 Taylor， "Self-interpreting A凶malS"，pp.72-74. 

田 Taylor，Hegel and Modern Society， pp.I68-169 
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に倣った。

田 Taylor，Souπ'es of lhe Self， p.58. 
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しては通り過ぎることを欲求していたが、倒れて

いる人を救うことが神の命令であった、と感じて

いるかも知れない。あるいは共同体や権威者が善

き生の構想の主体である場合もありうる。しかし

いずれも「自己解釈」として一括できることに変

わりはない。

田 Taylor.Sources of the Self， p.92. 
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Rowmao & Littlefield 2∞'2. pp.182-183も参照。
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114 Ibiι. p.73. 

115 Ibiι. p.76. 

116 Ibid. pp.79.go. 

117 Ibid. p.99. 
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理的に調停することはできないという主張や、好

く感じられたこと以外に行為の正当化根拠はない

という考えも含む。
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140 Taylor， Sourr;es o[the Self， p.72 

141この実践理性モデルはテイラーが独自に定式化
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144 Taylor，“Explanation and Practical Re田 on"，
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Reidel Publishing Company 1978， pp.l33-54.我々

はテイラーが次第に「疎外」を用いなくなったこ

とを無視するものではないが、テイラーの思想に
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184 Taylor， "The Politics of Recognition"， in Amy 

Gutmann ed.， Multicurturalism:回冊制inglhe politics 
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バード・セミナー朝食会JC[千葉大学法学論集』第

16巻1号 2∞1年)、 114頁。
1田 NicholasH. S凶也“Tayloraod the Hermeoeutical 

Tradition"， in Ruth Abbey ed.， C.加rles'n町'107，

Cambridge University Press 2∞4， p.37. 
1凪井上『他者への自由』、第一章を参照。

195井上は、この語がテイラーの「自己解釈的動
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